
 

 

 

 

 

 

開催日時 令和 4年 5月 30日（月）午前 9時 

参加者  委員 9名 教育委員会事務局職員 1名 

傍聴者  0人 

内 容  授業参観・任命書の交付、会長及び副会長の選任・学校運営に関する基本方針 

の承認地域連携に関する意見交換 

 5月 30日（月）に第 1回学校運営協議会が開かれました。 

 昨年度までの「東条小学校学校運営評議会」に変わり、今年度から鴨川市全小中学校に

おいて「学校運営協議会」が設置されることになりました。 

 「学校運営協議会」は法律に基づき市教育委員会に任命された委員（地域住民・保護者・

識見を有する者等）と学校（教職員）が、校長の目指すべき教育ビジョン（育てたい子ど

も像）を共有し、地域連携等について協議を行う合議制の機関（仕組み）です。 

 なお、学校運営協議会を設置している学校のことをコミュニティ・スクールといいます。 

 

 学校教育目標 

  夢や目標を持ち 心豊かに たくましく生きる東条っ子の育成 

 目指す子ども像 

  〇相手のことを考えて行動し、仲間と関われる子     明るい子 

  〇自ら課題を見つけ、仲間と学び合いながら解決できる子 正しい子 

  〇毎日元気に登校し、たくさんのことにチャレンジする子 たくましい子 

 学校経営目標 

  「みんなでつくる」東条小学校 ～チーム東条・オール東条の学校経営～ 

                        ＜今できることを できるかたちで＞ 

〇思考力・表現力を育成し、学び合うことができる力をつける 

〇感謝の気持ちを育み、仲間との絆を大切にできる心を育てる 

〇基本的生活習慣や運動に親しむ習慣を育成する 

〇社会に開かれた、安全・安心な学校をつくる 

 学校運営協議会では、上記の学校教育目標・学校運営に関する方針・教育課程の編成に

ついて、承認していただきました。 

 授業を参観していただいた委員から『子どもたちが落ち着いて学習に取り組めていて、先生

方の表情も穏やかで雰囲気がとてもよい』との感想もいただきました。 

 また、引き続き、地域・保護者・学校が協力して、通学路の更なる安全対策に向けて、

関係機関に働きかけていくことを確認しました。 
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